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山梨県「アスファルト舗装工事」（施工体制評価型）総合評価実施要領改定新旧対照表

（赤字部が改定箇所）
改 定 前 R6.4.1改 定 後 R7.4.1

（Ｐ２）
附 則

１ 本要領は、令和４年４月１日から適用する。

２ 山梨県「アスファルト舗装工事」（施工体制評価型）総合評価

試行要領は、廃止する。

３ 令和５年４月１日 一部改正

４ 令和５年１０月１日 一部改正

５ 令和６年 ４月１日 一部改定

（Ｐ２）
附 則

１ 本要領は、令和４年４月１日から適用する。

２ 山梨県「アスファルト舗装工事」（施工体制評価型）総合評価

試行要領は、廃止する。

３ 令和５年 ４月１日 一部改正

４ 令和５年１０月１日 一部改正

５ 令和６年 ４月１日 一部改定

６ 令和７年 ４月１日 一部改定



山梨県山梨県「アスファルト舗装工事」（施工体制評価型）総合評価実施要領改定新旧対照表

（赤字は改定部分）P4



山梨県山梨県「アスファルト舗装工事」（施工体制評価型）総合評価実施要領改定新旧対照表

P5 （赤字は改定部分）
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（赤字は改定部分）P6

山梨県「アスファルト舗装工事」（施工体制評価型）総合評価実施要領改定新旧対照表


